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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【手続補正書】
【提出日】平成28年2月2日(2016.2.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のサービスを受信することと、
　アグリゲーション時間期間を含む潜在的アップロード時間期間を判断することと、
　前記アグリゲーション時間期間の満了の前に第２のサービスを受信することと、
　前記受信した第１のサービスについての第１の報告情報と前記受信した第２のサービス
についての第２の報告情報とを生成すべきかどうかを判断することと、
　前記第１の報告情報と前記第２の報告情報の両方を生成すべきであるという前記判断に
基づいて、前記第１の報告情報と前記第２の報告情報とをアグリゲートすることと、
　前記第２のサービスに関連する第２の潜在的アップロード時間期間を判断することと、
　前記潜在的アップロード時間期間と前記第２の潜在的アップロード時間期間とのうちの
少なくとも１つに基づいて、前記アグリゲートされた第１の報告情報および第２の報告情
報のためのアップロード時間期間を判断することと
　を備え、前記第１のサービスおよび第２のサービスは、異なる時間期間に受信される同
じユーザサービスであるか、または２つの異なるユーザサービスである、ワイヤレス通信
の方法。
【請求項２】
　前記報告情報が１つの報告にアグリゲートされ、前記方法が、前記１つの報告を送るこ
とをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記１つの報告が、前記潜在的アップロード時間期間の終了時に送られる、請求項２に
記載の方法。
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【請求項４】
　前記１つの報告が複数の統計的報告要素を備える、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記１つの報告が、前記１つの報告の同じ受信肯定応答セクション内に複数のファイル
ユニフォームリソース識別子（ＵＲＩ）を備える、請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記１つの報告が、前記第１の報告情報と前記第２の報告情報とをアグリゲートするマ
ルチパート多目的インターネットメール拡張（ＭＩＭＥ）ファイルを備える、請求項２に
記載の方法。
【請求項７】
　前記潜在的アップロード時間期間が前記アグリゲーション時間期間とランダム時間期間
とを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記判断されたアップロード時間期間が前記潜在的アップロード時間期間である、請求
項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１のサービスと前記第２のサービスとが、異なる時間期間に受信される同じサー
ビスである、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１の報告情報を生成すべきかどうかを前記判断することが、前記第１のサービス
について受信された第１の基準に基づき、
　前記第１のサービスと前記第２のサービスとがサービスの同じセット内にあるかどうか
を判断することであって、前記第１の報告情報と前記第２の報告情報とを前記アグリゲー
トすることが、前記第１のサービスと前記第２のサービスとがサービスの前記同じセット
内にあることにさらに基づく、判断することと、
　前記第１のサービスと前記第２のサービスとがサービスの前記同じセット内にないとき
、前記第２のサービスについて受信された第２の基準に基づいて前記第２の報告情報を生
成すべきであると判断することと、
　前記第１の報告情報が生成され、前記第１のサービスと前記第２のサービスとがサービ
スの前記同じセット内にあるとき、前記第２の報告情報を生成することと
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第１の基準が第１のサンプルパーセンテージであり、前記第２の基準が第２のサン
プルパーセンテージである、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第１のサービスおよび前記第２のサービスがマルチキャストブロードキャストマル
チメディアサービス（ＭＢＭＳ）サービスを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１のサービスと前記第２のサービスとが、それぞれのＭＢＭＳサービス告知にお
いて同じ関連配信プロシージャフラグメントを共有する、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第１のサービスと前記第２のサービスとが、前記ＭＢＭＳサービス告知において、
サービスの同じセットに属するものとして明示的に識別される、請求項１３に記載の方法
。
【請求項１５】
　第１のサービスを受信するための手段と、
　アグリゲーション時間期間を含む潜在的アップロード時間期間を判断するための手段と
、
　前記アグリゲーション時間期間の満了の前に第２のサービスを受信するための手段と、
　前記受信した第１のサービスについての第１の報告情報と前記受信した第２のサービス
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についての第２の報告情報とを生成すべきかどうかを判断するための手段と、
　前記第１の報告情報と前記第２の報告情報の両方を生成すべきであるという前記判断に
基づいて、前記第１の報告情報と前記第２の報告情報とをアグリゲートするための手段と
、
　前記第２のサービスに関連する第２の潜在的アップロード時間期間を判断するための手
段と、
　前記潜在的アップロード時間期間と前記第２の潜在的アップロード時間期間とのうちの
少なくとも１つに基づいて、前記アグリゲートされた第１の報告情報および第２の報告情
報のためのアップロード時間期間を判断するための手段と
　を備え、前記第１のサービスおよび第２のサービスは、異なる時間期間に受信される同
じユーザサービスであるか、または２つの異なるユーザサービスである、ワイヤレス通信
のための装置。
【請求項１６】
　前記報告情報が１つの報告にアグリゲートされ、前記装置が、前記１つの報告を送るた
めの手段をさらに備える、請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記１つの報告が、前記潜在的アップロード時間期間の終了時に送られる、請求項１６
に記載の装置。
【請求項１８】
　前記１つの報告が複数の統計的報告要素を備える、請求項１６に記載の装置。
【請求項１９】
　前記１つの報告が、前記１つの報告の同じ受信肯定応答セクション内に複数のファイル
ユニフォームリソース識別子（ＵＲＩ）を備える、請求項１６に記載の装置。
【請求項２０】
　前記１つの報告が、前記第１の報告情報と前記第２の報告情報とをアグリゲートするマ
ルチパート多目的インターネットメール拡張（ＭＩＭＥ）ファイルを備える、請求項１６
に記載の装置。
【請求項２１】
　前記潜在的アップロード時間期間が前記アグリゲーション時間期間とランダム時間期間
とを備える、請求項１５に記載の装置。
【請求項２２】
　前記判断されたアップロード時間期間が前記潜在的アップロード時間期間である、請求
項１５に記載の装置。
【請求項２３】
　前記第１のサービスと前記第２のサービスとが、異なる時間期間に受信される同じサー
ビスである、請求項１５に記載の装置。
【請求項２４】
　前記第１の報告情報を生成すべきかどうかを判断するための前記手段が、前記第１のサ
ービスについて受信された第１の基準に基づき、前記第１の報告情報を生成すべきかどう
かを判断するための前記手段は、
　前記第１のサービスと前記第２のサービスとがサービスの同じセット内にあるかどうか
を判断することであって、前記第１の報告情報と前記第２の報告情報とをアグリゲートす
るための前記手段が、前記第１のサービスと前記第２のサービスとがサービスの前記同じ
セット内にあることにさらに基づく、判断することと、
　前記第１のサービスと前記第２のサービスとがサービスの前記同じセット内にないとき
、前記第２のサービスについて受信された第２の基準に基づいて前記第２の報告情報を生
成すべきであると判断することと、
　前記第１の報告情報が生成され、前記第１のサービスと前記第２のサービスとがサービ
スの前記同じセット内にあるとき、前記第２の報告情報を生成することと
　を行うように構成された、請求項１５に記載の装置。
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【請求項２５】
　前記第１の基準が第１のサンプルパーセンテージであり、前記第２の基準が第２のサン
プルパーセンテージである、請求項２４に記載の装置。
【請求項２６】
　前記第１のサービスおよび前記第２のサービスがマルチキャストブロードキャストマル
チメディアサービス（ＭＢＭＳ）サービスを備える、請求項１５に記載の装置。
【請求項２７】
　前記第１のサービスと前記第２のサービスとが、それぞれのＭＢＭＳサービス告知にお
いて同じ関連配信プロシージャフラグメントを共有する、請求項２６に記載の装置。
【請求項２８】
　前記第１のサービスと前記第２のサービスとが、前記ＭＢＭＳサービス告知において、
サービスの同じセットに属するものとして明示的に識別される、請求項２７に記載の装置
。
【請求項２９】
　メモリと、
　前記メモリに結合された少なくとも１つのプロセッサと
　を備え、前記少なくとも１つのプロセッサは、
　　第１のサービスを受信することと、
　　アグリゲーション時間期間を含む潜在的アップロード時間期間を判断することと、
　　前記アグリゲーション時間期間の満了の前に第２のサービスを受信することと、
　　前記受信した第１のサービスについての第１の報告情報と前記受信した第２のサービ
スについての第２の報告情報とを生成すべきかどうかを判断することと、
　　前記第１の報告情報と前記第２の報告情報の両方を生成すべきであるという前記判断
に基づいて、前記第１の報告情報と前記第２の報告情報とをアグリゲートすることと、
　　前記第２のサービスに関連する第２の潜在的アップロード時間期間を判断することと
、
　　前記潜在的アップロード時間期間と前記第２の潜在的アップロード時間期間とのうち
の少なくとも１つに基づいて、前記アグリゲートされた第１の報告情報および第２の報告
情報のためのアップロード時間期間を判断することと
　を行うように構成され、
　前記第１のサービスおよび第２のサービスは、異なる時間期間に受信される同じユーザ
サービスであるか、または２つの異なるユーザサービスである、ワイヤレス通信のための
装置。
【請求項３０】
　前記報告情報が１つの報告にアグリゲートされ、前記装置が、前記１つの報告を送るこ
とをさらに備える、請求項２９に記載の装置。
【請求項３１】
　前記１つの報告が、前記潜在的アップロード時間期間の終了時に送られる、請求項３０
に記載の装置。
【請求項３２】
　前記１つの報告が複数の統計的報告要素を備える、請求項３０に記載の装置。
【請求項３３】
　前記１つの報告が、前記１つの報告の同じ受信肯定応答セクション内に複数のファイル
ユニフォームリソース識別子（ＵＲＩ）を備える、請求項３０に記載の装置。
【請求項３４】
　前記１つの報告が、前記第１の報告情報と前記第２の報告情報とをアグリゲートするマ
ルチパート多目的インターネットメール拡張（ＭＩＭＥ）ファイルを備える、請求項３０
に記載の装置。
【請求項３５】
　前記潜在的アップロード時間期間が前記アグリゲーション時間期間とランダム時間期間
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とを備える、請求項２９に記載の装置。
【請求項３６】
　前記判断されたアップロード時間期間が前記潜在的アップロード時間期間である、請求
項２９に記載の装置。
【請求項３７】
　前記第１のサービスと前記第２のサービスとが、異なる時間期間に受信される同じサー
ビスである、請求項２９に記載の装置。
【請求項３８】
　処理システムが、前記第１のサービスについて受信された第１の基準に基づいて、前記
第１の報告情報を生成すべきかどうかを判断するように構成され、
　前記第１のサービスと前記第２のサービスとがサービスの同じセット内にあるかどうか
を判断することであって、前記処理システムが、前記第１のサービスと前記第２のサービ
スとがサービスの前記同じセット内にあることにさらに基づいて、前記第１の報告情報と
前記第２の報告情報とをアグリゲートするように構成された、判断することと、
　前記第１のサービスと前記第２のサービスとがサービスの前記同じセット内にないとき
、前記第２のサービスについて受信された第２の基準に基づいて前記第２の報告情報を生
成すべきであると判断することと、
　前記第１の報告情報が生成され、前記第１のサービスと前記第２のサービスとがサービ
スの前記同じセット内にあるとき、前記第２の報告情報を生成することと
　によって、前記第１の報告情報を生成すべきかどうかを判断するように構成された、請
求項２９に記載の装置。
【請求項３９】
　前記第１の基準が第１のサンプルパーセンテージであり、前記第２の基準が第２のサン
プルパーセンテージである、請求項３８に記載の装置。
【請求項４０】
　前記第１のサービスおよび前記第２のサービスがマルチキャストブロードキャストマル
チメディアサービス（ＭＢＭＳ）サービスを備える、請求項２９に記載の装置。
【請求項４１】
　前記第１のサービスと前記第２のサービスとが、それぞれのＭＢＭＳサービス告知にお
いて同じ関連配信プロシージャフラグメントを共有する、請求項４０に記載の装置。
【請求項４２】
　前記第１のサービスと前記第２のサービスとが、前記ＭＢＭＳサービス告知において、
サービスの同じセットに属するものとして明示的に識別される、請求項４１に記載の装置
。
【請求項４３】
　第１のサービスを受信することと、
　アグリゲーション時間期間を含む潜在的アップロード時間期間を判断することと、
　前記アグリゲーション時間期間の満了の前に第２のサービスを受信することと、
　前記受信した第１のサービスについての第１の報告情報と前記受信した第２のサービス
についての第２の報告情報とを生成すべきかどうかを判断することと、
　前記第１の報告情報と前記第２の報告情報の両方を生成すべきであるという前記判断に
基づいて、前記第１の報告情報と前記第２の報告情報とをアグリゲートすることと
　前記第２のサービスに関連する第２の潜在的アップロード時間期間を判断することと、
　前記潜在的アップロード時間期間と前記第２の潜在的アップロード時間期間とのうちの
少なくとも１つに基づいて、前記アグリゲートされた第１の報告情報および第２の報告情
報のためのアップロード時間期間を判断することと
　を行うためのコードを備える非一時的なコンピュータ可読媒体を備え、
　前記第１のサービスおよび第２のサービスは、異なる時間期間に受信される同じユーザ
サービスであるか、または２つの異なるユーザサービスである、コンピュータプログラム
製品。
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